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OBP-601 の製造方法に関する特許の日本における登録のお知らせ 
 

当社が出願しておりましたOBP-601の製造方法に関する特許が、日本にて平成26年4月4日付で

登録されたことの連絡を、本日当社代理人より受けたことをお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 特許登録の概要 

OBP-601は、当社が米国YALE大学と全世界における独占的ライセンス導入契約を締結し、

HIV感染症治療薬として開発を進めております。 

 

当社は、YALE大学と独占的ライセンス導入契約を締結して以降、OBP-601の効率的な製造

方法について改良を行い、特許出願を行っていました。 

OBP-601の物質特許の日本における存続期間は平成36年2月までですが、本製造方法に関す

る特許の存続期間は平成40年12月まであり、日本以外にも米国及び欧州に出願し、現在審査

中です。今回登録された特許は、OBP-601を効率的、低コストで製造するための有力な方法

であり、当社におけるOBP-601の開発、商業化を優位にするものです。 

 

2. 業績への影響 

本件による本年度業績への影響はありません。 
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